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第三者評価機関名 特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究センター 

①施設・事業所情報

■名称 ヒューマンアカデミー大倉山保育園 

■種別 認可保育園 

■代表者氏名 佐古田直樹 

■定員（利用人数） 90 名（85 名） 

■所在地 神奈川県横浜市港北区師岡町 298 アドリーム大倉山 1 階 

■TEL 045-546-3166 

■ホームページ https://hoiku.human-lifecare.jp/facilities/okurayama 

【施設・事業所の概要】 

■開設年月日 平成 26 年 4 月 1 日 

■経営法人・設置主体 ヒューマンライフケア株式会社 

■職員数（常勤） 17 名 

■職員数（非常勤） 14 名 

■専門職員（名称別） ・園長 1 人 

・保育士 16 人 

・看護師 1 人 

・栄養士 1 人 

・調理員 4 人 

・保育補助 4 人 

・事務員 1 人 

■施設設備の概要 ・居室数 6 

・設備等 

調理室、遊び場、ランチルーム、調乳室、

幼児用トイレ、乳児用トイレ、沐浴室、

事務室（医務室含む）、相談室、エレベー

ターなど 

施設・事業所情報 
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②理念・基本方針

運営理念：「成長の環を無限にひろげる」 

運営方針：安全で安心できる保育 地域に根差した園づくり 園と保護者がともにこどもの未来を考える 

保育理念：こどもの自立の芽を育てる 

保育方針：受け止める保育、支える保育、待つ保育 

保育目標：自分で決められるこども、違いを認められるこども、命を大切にするこども 

③施設・事業所の特徴的な取組

施設：東急東横線大倉山駅から約 10 分の幹線道路に面したマンションの 1，2 階に保育園があります。 

エレベーターやスロープがあり、バリアフリーになっています。 

0 歳児から 5 歳児の定員 90 名の園で、開園時間は平日は 7 時から 20 時、土曜日は 7 時から 18 時 30 分

です。 

園庭がないため天気が良い日には近隣の公園に散歩に出かけています。公園は自然豊かな場所が多く季節

を感じることができます。夏場は 3 階の屋上にて水遊びやプール遊びをしています。 

雨の日には幼児は遊び場というホールスペースで鉄棒や巧技台をつかった運動遊びやリトミックをした

り、乳児はランチルームを利用して大きく身体を動かして遊んでいます。 

特色：保育の中では子どもたちの「やってみたい」を大切に保育をしています。子どもたちからでた意見

を保育に取り入れごっこ遊びを展開するなど子どもたちが主体的に取り組み、遊びの中から多くのことを

学んでいくことを大切にしています。 

外部講師を招いて 2 歳児から英語や 4,5 歳児はダンスがあります。またリトミックも取り組んでいます。 

④第三者評価の受審状況

■評価実施期間 2021/5/26 （契約日）～ 2021/11/15 （評価結果確定日） 

■受審回数（前回の受審時期） 2 回（  2018  年度） 

【特に評価の高い点】 

◆子ども一人ひとりの育ちを大事にするため環境を整え寄り添う保育をしています 

子どもたちのやりたい気持ちを大事に自由遊びの中でも制作の場面でも自分たちで選んで遊んだり、興味

を持って調べたり、様々な素材で作ったりできる環境をその時々に整えています。「今は、やりたくない」

気持ちも尊重し選択肢にあります。また子ども一人ひとりの多様性を受け止め、個性が尊重できるよう

様々な工夫がされています。そのやり方はとても自然に普段のクラス活動の中でおこなわれており、どの

子どももクラスの一員として過ごし、周りの子どもたちもクラスの仲間として分け隔てなく接し、お互い

に認めあっています。保育方針の「違いを認められるこども」が育っています。 

◆ICTを活用して子どもの成長や保育内容を保護者に伝えています 

各保育室には職員用のタブレット端末を設置し、日誌や記録、連絡帳の入力、指導計画の作成など保育園

総評 
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用アプリを利用してICT化を図り、業務の効率化に役立てています。連絡帳は、保育園用アプリの連絡機

能を使って保護者がスマートフォンで見られるようにし、日々の保育の様子やドキュメンテーションを毎

日作成して配信しています。また、行事や成長の様子を動画にして年に数回配信をおこない、保護者から

喜ばれています。廊下には各クラスのドキュメンテーションが週1回掲示され、園全体の保育の様子を知

る事ができます。  

◆園は職員間の対話を大事にしてより良い保育を目指し、働きやすい環境を整えています 

職員は職員同士や園長とも子どもたちの日々の生活のことから各クラスの保育環境、業務内容まで気軽に

話しができる環境にあります。園長は職員の話をよく聞き、職員間でも話し合いを持ち、課題や要望があ

ればそれぞれにスピード感を持って対応しています。その結果、絵本やおもちゃの充実や半休制度の整備

につながりました。 

【改善を求められる点】 

◆さらに保育の質が高められ、職員の定着が図れるよう研修を工夫していくことが期待されます 

法人本部が用意する新人研修・チューター研修・認定研修などに参加はしていますが、外部の研修には参

加できていない状況です。園内研修も企画していますが、職員会議の議題の一つとして実施されています。

会議の中の議題の一つではなく、研修としての位置づけをはっきりさせ、職員が意識を持って取り組み、

保育の質が高められ、「この園の保育」の自信につながることが期待されます。 

◆事業報告書を充実させ組織運営の PDCA を機能させることが望まれます 

園には中長期計画がありますが、園児充足以外の重要課題についての具体的な目標や数値がありません。

また、今年度の事業計画書に各重要課題について具体的な目標や達成方法が記載されていません。現在事

業計画書、事業報告書は職員に公表していない状況にあります。今年度の事業報告書の策定に際し、職員

を交えて一年間の振り返りを行って、成果・課題をまとめ、事業計画書には重要課題ごとに具体的な目標

値や到達方法を示し、職員に周知することが望まれます。 

開園から 8 年目。通算 3 回目の第三者評価受審となりました。 

受審にあたり、自己評価項目一つひとつに目を向け職員間での意見交換をしていく中で、良いところは園

の強みとして、また改善が必要なところの検討を行うことができ、全職員が自身の保育と向き合い振り返

ることができました。 

保護者の皆様には、お忙しい中アンケートへのご協力ありがとうございました。総合満足度（大変満足＋

満足）が 95.3％という評価をいただき、職員の励みとなりました。いただいたご意見を今後の園運営に生

かしていきたいと思います。 

私個人としては、園長となり初めての第三者評価の受講となりました。 

前回受講時は「地域に向けた子育て支援の充実」が課題となっていたことから、地域向けアプリ「ピアッ

第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 
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ザ」やインスタグラム、回覧板など様々な媒体を活用し、園の保育内容や情報を発信できるように力を入

れてきました。今後も継続して取り組んでいき、地域に根差す保育園になればと願っています。 

保育の中では「自立の芽を育てる」という理念のもと、子どもたちの「おもしろそう」⇒「やってみたい」

⇒「やったらできた」というサイクルを大切にしてきました。日々の小さな「できた」の積み重ねが子ど

もたちの自立へとつながり、子どもたちが「次はこうしよう」と試行錯誤できる力を育んでいきたい。子

どもたちの「やりたい」を後ろから支えてあげる、そんな保育園でありたいと思います。 

最後に、今回の受審にあたって、お忙しい中ご調査にご協力いただきました保護者の皆様、ご尽力いただ

きました関係機関の皆様に心より感謝申し上げます。 

ヒューマンアカデミー大倉山保育園 園長 

佐古田 直樹 
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＜別紙2-1（共通評価　保育所版）＞ （2021.4）

第三者評価結果　
事業所名：ヒューマンアカデミー大倉山保育園

共通評価基準（45項目）
Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
１　理念・基本方針

（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者評価結果

【１】
Ⅰ-１-（１）-①
　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

b

＜コメント＞

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者評価結果

【２】
Ⅰ-２-（１）-①
　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。

b

＜コメント＞

【３】
Ⅰ-２-（１）-②
　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

b

＜コメント＞

３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者評価結果

【４】
Ⅰ-３-（１）-①
　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

b

＜コメント＞

※かながわ福祉サービス第三者評価推進機構では、a・b・c評価の判断基準を次のように定めています
 　 a評価 ： よりよいサービスの水準・状態
 　 ｂ評価 ：多くの施設・事業所の状態、aに向けた取組の余地がある状態
 　 c評価 ： b以上の取組となることを期待する状態

理念、基本方針は施設の玄関など要所に掲示し、ホームページやパンフレットにも掲載しています。職員のマニュアル、保護者向け
の入園のしおりにも掲載しています。コロナ禍で、入園の説明は個別に説明となり、年2回開催する保護者会はオンラインミーテイン
グでの実施になりました。その中で、理念や基本方針を説明・周知しました。また本年は、法人が行う新任職員の全体研修や職員の
全体研修もできませんでした。その補いとして園長が個別研修や職員会議を通じて理念・方針を説明しています。

施設長会などで事業本部から経営環境について説明があり、話し合いをしています。また、市の提供している周辺の保育所の空き情
報なども随時把握に努めていますが、人口動態や競合関係の動向なども含めた分析などはできていません。今年６月、新たな試みと
して地域向けのアプリに参加しユーザー仲間からの反響はありましたが、地域コミュニケーションを活用した環境把握はこれから、
今後の課題と言えます。園では運営方針に「地域に根差した園づくり」を掲げていますが、コロナ禍でもあり、地域の生きた情報収
集は厳しい状況です。

毎年度策定している事業報告書には、事業計画書に掲げた重点課題の振り返りがなく、行事、研修についても実施内容、時期、頻
度、成果や課題は記されていません。園では職員に事業報告書を公表しておらず、職員への周知はできていません。経営環境や保育
内容、職員確保・育成、収益などは法人保育事業本部で行う施設長会議で話し合っています。従業員満足度調査などからは、特に職
員の定着維持については、園だけでなく法人全体の重点課題ですが、事業報告書には記載がありません。改善すべき重点課題を職員
に周知するために、事業報告書の充実・公表が望まれます。

園の中長期計画は５年の長期計画と３か年の中期計画とから構成されており、中期計画は計画と実績のズレを毎年調整するローリン
グプランの形態をとっています。長期５か年計画は、修繕・大型備品、保育の質、人材育成、選ばれる保育園の四領域について取り
組みの姿勢を示しています。中期３か年計画の、具体的な達成目標は園児充足率だけであって、各重要課題の解決・改善方法や評価
の基準が示されていません。また、中長期計画も事業計画と同様に職員に公表・説明を行っていないなどから、職員への周知は今後
の課題となっています。
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【５】
Ⅰ-３-（１）-②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

b

＜コメント＞

【６】
Ⅰ-３-（２）-①
　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。

b

＜コメント＞

【７】
Ⅰ-３-（２）-②
　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。

b

＜コメント＞

４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者評価結果

【８】
Ⅰ-４-（１）-①
　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

b

＜コメント＞

【９】
Ⅰ-４-（１）-②
　評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。

b

＜コメント＞

Ⅱ　組織の運営管理
１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】
Ⅱ-１-（１）-①
　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。

b

＜コメント＞

今年度の事業計画書は、基本目標８項目や保育理念を掲げたうえで5つの重点目標を掲げています。重点目標は「保育の質の向上」
「人材育成」「選ばれる保育園」「ボランティア受け入れ」「設備修繕・投資」の５つであり、中長期計画に基づいています。重点
目標を達成する手段については、地域向けアプリへ登録することや保育ドキュメンテーションを導入するなどすでに計画に着手した
ものもありますが、実行に移すための数値目標や実行方法などが記されていないため、実施後に成果や課題を評価できる内容にする
ことが期待されます。

（２）　事業計画が適切に策定されている。

事業計画策定のための職員の意向把握は保育事業本部がアンケートを使って行っています。計画策定に職員が参画することは事業計
画書や事業報告書を職員に公表・周知すること前提ですが、出来上がった事業計画書を職員に公表していません。第三者評価の職員
アンケートでは事業計画の策定や実施状況について職員が理解が不十分であることがわかりました。今後は事業計画策定のための事
業報告書の充実とともに、職員の一層の参画と計画内容の周知が期待されます。

園の運営委員会資料には見やすく分かりやすく編集した事業計画が掲載されています。運営委員会資料・議事録は玄関に置いてあ
り、さらに保育園支援システムに乗せて保護者に開示しています。コロナ禍でクラスごとに保護者会を開いるため、事業計画に関す
る説明は十分とは言えません。しかし運営委員会には保護者の代表が参加しておりその議事録も公表されています。事業計画に保護
者の参加を求めるための工夫はこれからの検討課題となっています。

園では毎年、法人の主催する職員満足度評価アンケート(自己評価)を実施し、３年に1回福祉サービス第三者評価を受審しています。
また、会議などで保育内容について適宜振り返りを実施し、保育の質の向上に向け取り組んでいます。しかし、現状、感染症対策や
地域の実態に対応した保育事業、保護者支援などは、事業計画書、保育内容に関する全体の計画、年間指導計画とのつながりに欠け
た部分があります。保育の質の向上に向けて組織としてPDCAサイクルを軌道に乗せるためには、基礎となるこれら計画の整合性や一
貫性について再確認することが望まれます。

毎年、職員満足度評価アンケート(自己評価)を実施し、３年に1回福祉サービス第三者評価を受審していますが、評価結果や導かれた
課題について文書化はできていません。園長と法人本部、フィールドサポーターなどが話し合って必要な改善を進めていますが、職
員間で話し合う機会などもこれからの課題です。毎年３月の園内研修のテーマに「保育指針」があげられていますが、こうした機会
を捉えて職員に改善計画などを示し、課題を共有するなどの工夫が望まれます。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

ホームページに園長挨拶を掲載し保育理念である「子どもの自立の芽を育てる」を踏まえ「小さな『できた』を積み重ね自立につな
げるために職員一同心を込めて保育に励みます」と基本姿勢を表明しています。園には管理規定や職務分掌規定があり、園長の職
務・職責を明らかにしています。また、「スキル効果シート」には人事考課項目を明示しています。ただ、非常災害時に園長が不在
であったり指揮を執ることが困難な場合、誰に、どの順位で権限を移譲するのかについての記載がありませんので、検討が望まれま
す。
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【11】
Ⅱ-１-（１）-②
　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

b

＜コメント＞

【12】
Ⅱ-１-（２）-①
保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

【13】
Ⅱ-１-（２）-②
　経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している。

b

＜コメント＞

２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】
Ⅱ-２-（１）-①
　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

b

＜コメント＞

【15】
Ⅱ-２-（１）-②
　総合的な人事管理が行われている。

b

＜コメント＞

【16】
Ⅱ-２-（２）-①
　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

b

＜コメント＞

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

地域の行政機関などとの緊密な情報交流はコロナ禍にあって充分とは言えませんが、毎年法人本部で法令順守に関する研修を受講し
ています。今年度はハラスメントについての研修を受けました。職員に対しても、倫理規定や就業規則の服務規律などを通じて法令
順守を周知しています。また、法人に法務課や公益通報相談窓口(ヘルプデスク)などがあって職員の法令順守に向けた支援をしてい
ます。

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

園長の役割について「職員一人ひとりの意見を聞いてくれ働きやすい環境を目指している」「園長をはじめ職員全員が子ども一人ひ
とりの関係を大切にしている」などの職員の意見が寄せられています。園長はできる限り現場に入る機会を作り状況を把握し、職員
の声を聴いています。また今まで年2回であった職員面談を4回にするなど一人ひとりの意見に耳を傾け、人事考課や個人別目標設定
の機会に振り返りを通じてスキルの向上を促し、支援しています。職員会議や内部研修にグループデスカッションを取り入れ、週案
会議にも参加するなど現場に密着して保育の質の向上に務めています。

子どもの活動を写真や動画、音声、文字などで視覚的に記録する保育ドキュメンテーションを本年4月に導入しました。保育の様子を
写真付きで保護者に送信でき、職員の振り返りを先輩が適切にアドバイスできるなど高評価が得られています。日誌の作成時間が半
分になるなど労務面でも効果が出ています。ドキュメンテーションシステムは他のクラスの様子が見られないため、1階通路に全クラ
ス分の様子を掲示して保護者や職員間での共有を促しています。今後の課題として機材トラブル時のバックアップや代替対応の検討
が必要と考えています。

ヒューマングループの保育は「園の運営を通じて関わる全ての人たちの成長と自己実現を(中略)支援し地域と社会の活性に貢献」す
ることを方針としています。職員の人員体制については、管理規定の中の「運営の方針」に記しています。また園独自に職務分掌表
を作成して事務室内に掲示し、管理・監督職の育成にも着手しています。人材確保は法人本部が中心となって行っていますが、近年
は派遣職員の確保も厳しい状況にあり、効果的な採用活動のあり方なども課題となっています。

法人の期待する職員像は「為世為人」であり、仕事を通じて社会や人々の発展に貢献することです。法人として 社内だけではなく社
会においても評価されるキャリアを獲得できるようにキャリアパス制度を導入し、関係会社と協力して内容の充実を進めています。
コロナ禍であっても人材育成が可能なオンライン研修を導入し、技能の向上はもとより、役職研修や保育関連の資格取得研修もでき
る仕組みを構築しています。今後の取り組みの成果が期待されます。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

職員の意向を把握した働きやすい職場づくりについて、第三者評価職員アンケートでは8割以上の職員が評価をしています。職員面談
を今までの年2回から4回に増やして一人ひとりに耳を傾け、アドバイスをするなど、気持ちよく仕事ができるよう配慮しています。
本部が毎年行う職員の満足度調査のフィードバックから課題を抽出して対応するなどの努力もしています。職員の意向を受けて、半
休制度を導入し、休暇を取得しやすい仕組みを作り、時間外労働の削減などにも努めてきています。園では男性職員が多いことか
ら、法人内他施設の男性職員と交流する機会を作ることも検討しています。
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【17】
Ⅱ-２-（３）-①
　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

a

＜コメント＞

【18】
Ⅱ-２-（３）-②
　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。

b

＜コメント＞

【19】
Ⅱ-２-（３）-③
　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

b

＜コメント＞

【20】
Ⅱ-２-（４）-①
　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている。

b

＜コメント＞

３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】
Ⅱ-３-（１）-①
　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

b

＜コメント＞

【22】
Ⅱ-３-（１）-②
　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。

b

＜コメント＞

園のホームページでは園長の挨拶や園の様子が公表されています。園のパンフレットには地域貢献についての運営方針などを記載し
ており、地元の町内会に参加して町内会連合会の回覧板には園紹介のQRコードがついています。現在はコロナ禍で企画が中止となっ
ていますが地元の各種行事に参加しており、園の様子を地域の方々に伝える交流の機会ともなっています。今年6月から地域交流アプ
リにも登録するなど積極的に地域との情報交流にアプローチをしています。今後は事業計画書や事業報告書、予算、決算状況の公表
や第三者評価の受審結果など、園の組織運営に更に踏み込んだ情報公開が期待されます。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

園では全職員が自ら年間目標を立てて「目標設定シート」を作成しています。設定する目標は保育スキル、業務姿勢、コミュニケー
ション、役割・責任、園運営の各分野から３つを選択し、達成に向けた実行計画を立てます。園長面談などを通じた指導・支援を受
けながら達成水準について自己評価を行います。設定する目標は自身のステップアップを目的としており、基本的には園が通常求め
ている職務内容や技術力等人事考課項目は含めないことになっています。

園の「職員区分の構成と定義」には職務能力の向上や昇給昇進に必要な資格や資質が示されています。また園が独自に作成した職務
分掌表もあり、これらに基づいて人事評価を行っています。人事考課表(スキル効果シート)は職種・職階ごとの考課シートがあり、
考課項目の達成率を５段階として、本人評価と考課者評価をすり合わせます。必要な課題に対応して法人本部が用意したスターチャ
イルドケアプログラム研修や認定資格取得オンライン研修のほか園内研修、外部研修受講など行っています。今後は園の研修体系に
ついて改めて職員に理解を促す取組が期待されます。

職員一人ひとりの知識や技術水準、研修の受講状況を把握し、目標設定シートなどで課題を明確にしています。諸課題に向けてス
ターチャイルドシート(研修メニュー)から必要な研修を選択しています。新任の職員には2～3年目の職員がチューターとなって支援
しています。チューターはチューター研修を受講して専門能力を身に着けます。導入研修と年2回の振り返りレポート提出を義務づけ
て指導力向上を進めています。現状、人員不足とコロナ禍が重なって、本部集合研修や外部研修に参加できていません。園ではキャ
リア開発に力を入れており、本年4月から関係機関と提携してオンラインでキャリアアップ研修を受講できる仕組みを取り入れまし
た。

（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

園の実習生受け入れマニュアルでは、受け入れ目的の最初に「実習生としての人材」を受け入れるとし、実習生という外部の人間を
指導するという立場に立って、自分たちを見直して保育の質を向上することも目的の1つとして掲げています。マニュアルには受け入
れ方法やオリエンテーションから反省会の方法、評価表の扱いについて明確に示しています。園のオンライン研修には指導職員のた
めの「実習生指導と人材育成」講座を開設しています。園の実習は看護師や保健師、司法関係者などは対象とせず、保育士を目指す
学生に焦点を絞っています。毎年複数名の受け入れ実績があります。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

保育所職員の職務分掌については職務分掌表を作成して、施設内に掲示・周知しています。内部監査は本部の担当部署が定期的に書
面監査を行っています。また外部監査は公認会計士事務所が行います。行政監査は本部フィールドサポーターの指導を受けて受け入
れ態勢を作っています。監査からの指摘については、昨年度は改善に係る指摘事項がありませんでした。事務、経理や取引の規定な
どはすでに策定済ですが、担当職員以外の職員に説明・周知の機会を設けることは今後の課題です。
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４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】
Ⅱ-４-（１）-①
　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

b

＜コメント＞

【24】
Ⅱ-４-（１）-②
　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

b

＜コメント＞

【25】
Ⅱ-４-（２）-①
　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。

a

＜コメント＞

【26】
Ⅱ-４-（３）-①
　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

b

＜コメント＞

【27】
Ⅱ-４-（３）-②
　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。

b

＜コメント＞

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

園の基本目標に「地域交流を深めていき、関係機関等との連携を求めていく」と掲げています。園は町内会に加入しており、園児は
公園の緑化活動を町内会の人たちと行ったり、地域の畑を借りて地域住民の指導のもと野菜の栽培をしたりと、コロナ禍でもできる
活動をしています。今年から、町内会に向けた園の案内を作成し、年4回定期的に回覧板で地域住民に回覧を始めました。在園児の保
護者に対しては放課後デイサービスや病児保育等について案内を掲示・配架し情報提供したり、個別に地域の児童発達支援事業所を
紹介したりしています。また、近隣他園の園児と年に数回、交流保育を行っています。今後も工夫しながらさらに地域と園との多様
な交流を広げていくことが期待されます。

ボランティアに関する基本姿勢や手続きについて法人本部の作成したマニュアルが整備されており、ボランティア受入れの際には職
員が内容を確認しています。ボランティア活動の開始前には園長から留意点等について説明を行っています。小中高校生を対象に、
夏休み保育士体験を行っており、保育士体験の案内チラシは学区の小学校の全校児童に配布されています。ボランティア登録の形で
はありませんが、町内会の住民が園児の避難訓練の補助をするなど良好な関わりをもっています。今後はさらに多様で活発なボラン
ティアの関わりが期待されます。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

系列園の園長会議に月１回、港北区の施設長会議に年３回、園長が出席し、情報を共有したり研修を受けたりしており、その内容に
ついては職員会議で共有しています。港北区こども家庭支援課・横浜市北部児童相談所・横浜市総合リハビリテーションセンター・
児童発達支援事業所などと連携し、必要に応じて在園児のケース会議を行っています。また、要配慮児についてはリハビリテーショ
ンセンターの巡回訪問を受けているほか、園児が通園する療育施設に職員が訪問し、情報共有し保育についてアドバイスを受けてい
ます。在園児で虐待が疑われるケースがあった際は、横浜市北部児童相談所や港北区こども家庭支援課と連携して情報共有し、対処
にあたっています。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

運営委員会を年2回開催し、主任児童委員、園の第三者委員、在園児保護者代表が運営委員として参加し情報共有しています。保育園
に興味を持っている地域の子育て中の親子の園見学を受け入れています。地域住民に向けて相談窓口を設けていますが利用は少な
く、周知の仕方に工夫が必要と思われます。主任児童委員の仲介により、地域の「赤ちゃん会」に園長が参加して保育園のおもちゃ
で遊ぶ企画をしており、園の紹介をしながら遊びの中で地域の子育て中の親と話す機会を持つ予定です。今後さらに、こうした機会
を通して地域の住民と交流をはかり、福祉ニーズの把握につとめていきたいと園では考えています。

園の基本目標に「地域交流を深めていき、関係機関等との連携を求めていく」と掲げており、また運営方針に、地域の子育て力の向
上に貢献し、地域の子育て拠点になるよう努めることを謳っています。町内会の住民と協働で、保育活動の一環として公園の緑化活
動を行っています。地域向けアプリで手作りおやつのレシピや廃材を使ったおもちゃの作り方などを紹介し、地域に向け子育てに役
立つ情報の発信をしています。今後は子育て世帯などの地域住民との交流、支援の機会をより積極的に作っていきたいと園長は考え
ており、地域子育て支援に取り組む他団体との協働の広がりも、期待されます。
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Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 第三者評価結果

【28】
Ⅲ-１-（１）-①
　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【29】
Ⅲ-１-（１）-②
　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている。

a

＜コメント＞

【30】
Ⅲ-１-（２）-①
　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している。

a

＜コメント＞

【31】
Ⅲ-１-（２）-②
　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している。

b

＜コメント＞

【32】
Ⅲ-１-（２）-③
　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている。

b

＜コメント＞

【33】
Ⅲ-１-（３）-①
　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。

b

＜コメント＞

（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

法人本部による保育目標として、「慈しみ(思いやり)の心を育て、いのちを大切にする保育を目指します」と掲げています。「人権
保育マニュアル」が整備され、保育場面における望ましい実践の具体例も示されています。園として日常の保育場面では「子どもの
思いを聞きながら関わること」を心がけており、人権を尊重した接し方が出来ているか職員が声を掛け合っています。新人保育士は
人権を尊重した保育を達成目標とし、園長との面談を通して振り返りを行っています。４歳児クラスは「お友だちのいいところを探
そう」という取組みをしています。子どもの人権を尊重した園の姿勢について保護者会などで保護者に伝え、園見学の際には入園希
望者にも説明しています。

法人本部による「保育士業務マニュアル」に、羞恥心についての配慮の項目が掲げられています。排泄、着替え等の保育場面におい
て、プライバシーに配慮した手順で行っています。夏期のプール活動は園舎の屋上部分で行いますが、さらに上層階の住人の視線が
あるため、テントを設置して視線を遮りシャワーや着替えを行っています。園舎の2階の事務室は必要に応じて園児が人目を避けて落
ち着いて過ごせるスペースになっています。園児に対して日常の保育の中で、プライバシーについて声掛けをし理解を促していま
す。

園のホームページ上に分かりやすく園紹介を載せ、空き状況も掲載しています。港北区の子育て支援拠点が発行している保育園ガイ
ドに園情報を掲載したり、近隣の商業施設で開催の保育園紹介イベントで園の案内の掲示やパンフレット配布をしたりしています。
園の案内パンフレットには、保育理念や保育方針を載せています。またホームページやインスタグラムで、保育中の光景を写真と文
章で発信しています。園見学は通年、希望に応じて予約の上で受け入れており、コロナ禍で密を避けるため一回に一家族に限定して
園長が対応しています。見学の際には保護者から育児の状況について話を聞き、相談にも応じています。

入園説明会は、一度に数家族ずつ行っています。2月末に次年度入園予定者に個別オリエンテーションを行い、保育に当たり配慮する
点などを聞いています。説明時には書面を用い、伝える内容が多いため、口頭では重要なポイントを絞ってわかりやすく説明してい
ます。特に配慮が必要な保護者の説明についてルール化まではされていませんが、保護者の疾患などで集団の場での対応が難しい場
合には個別に説明の場を設けるなど、状況に応じて工夫しながら対応しています。

転園等で保育所の利用変更があった場合は、区で定められた手順に沿って対処しています。卒園時に特に文書は渡していませんが、
口頭でいつでも来園、相談できることを伝えています。卒園児が遊びに来園した際には随時受入れています。例年運動会の際には、
在園児のきょうだい児を通じて卒園児に開催を知らせ、招待しています。職員が地域で卒園児の保護者を見かけた際には、小学校生
活などの話を聞き、相談しやすい関係を保つようにしています。

日々の保育では、子どもの「やってみたい」という気持ちを尊重することを重点目標に行っています。保護者アンケートを毎年行っ
て結果を集計し、意見・要望については職員会議などで検討して対処し、その内容を文書で保護者に周知しています。コロナ禍によ
り保育参観の機会が減ったことから、保護者からの要望を受けて子どもの様子の動画配信を始めるなど、保護者からの意見を大切に
して満足度の改善に努めています。園から独立した保護者会はありませんが、年に2回のクラス懇談会では保育の様子を分かりやすく
写真と文章で伝えています。保護者面談は、希望があれば随時応じるほか、9月を個人面談月間として希望者に対し行い、子どもの様
子や就学に関する相談などを受けています。

（３）　利用者満足の向上に努めている。
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【34】
Ⅲ-１-（４）-①
　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

a

＜コメント＞

【35】
Ⅲ-１-（４）-②
　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知している。

b

＜コメント＞

【36】
Ⅲ-１-（４）-③
　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。

a

＜コメント＞

【37】
Ⅲ-１-（５）-①
　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。

b

＜コメント＞

【38】
Ⅲ-１-（５）-②
　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。

b

＜コメント＞

【39】
Ⅲ-１-（５）-③
　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている。

b

＜コメント＞

（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

苦情解決責任者は園長、受付担当者は副主任とクラス担任が担当し、第三者委員を設置して重要事項説明書に記載しています。苦情
があった場合には所定の苦情対応シート、苦情報告書に記録し保管しています。年に一度の保護者アンケートは匿名で行っており、
多くの意見・要望が寄せられ改善につなげています。保護者からの要望に対する回答や対応した結果などは、アンケート結果として
配布したり園だよりで伝えたりしています。第三者評価の保護者アンケートでは、不満や要望に園はきちんと対応してくれると回答
した保護者の割合が高く、園の対応について満足度の高さが伺えました。

意見・要望等の受付解決方法および、第三者委員・区役所の担当者・県の運営適正化委員会の連絡先を入園時の重要事項説明書に記
載しているほか、園内にも玄関に掲示しています。保護者から相談があった際は相談室で面談し、窓・カーテンを閉め、落ち着いて
話ができるよう配慮しています。面談の際は子どもの保育は継続して、子どもを気にせず話が出来るようにし、話が終わってから引
き渡しをするようにしています。登降園時には園長が極力玄関で出迎えて保護者に声をかけ、保護者の様子に気を配っています。保
育園用アプリの連絡機能が導入されており、保護者の意見を聞く有効な手段として今後も活用が期待されます。

法人本部による苦情要望対応マニュアルが整備され、苦情受付の体勢が整えられています。苦情要望対応マニュアルは毎年見直しが
行われています。玄関に意見箱を設置し定期的に確認しています。保護者は、保育園用アプリの連絡機能を使って意見や要望を伝え
ることもできます。保護者アンケートは無記名のため、率直な回答がされています。保護者から意見が寄せられた際には、職員は速
やかに園長に報告し対応策を検討し、保育の見直しが必要な場合には職員会議等で話し会いを実施し、対応しています。

法人本部のリスク管理室の主導による、系列園の園長を対象にしたリスクマネジメントに関する重大事故防止や災害対策に関する研
修に園長が参加し、内容を職員研修で周知しています。保育中のヒヤリハット事例を積極的に収集し、必要に応じて速やかに職員間
で共有し防止対策を施しています。ヒヤリハットは毎月各クラスで分析・対策を検討し翌月の職員会議で発表し、また年間で集計を
しています。「重大事故防止のための自己チェックリスト」を各職員が行い、結果を園で集計して対策に繋げています。また、事故
の事例の報道があった際は、職員に報道内容と留意点を回覧し、注意を促しています。今後は、救急法の研修受講や、消防署の協力
によるAED研修なども計画しています。

法人本部作成の感染症マニュアルに基き、看護師を中心に感染症対策をすすめています。新型コロナウイルス感染防止については、
法人および横浜市のマニュアルに沿って対策を行っています。感染症の流行する時期には、看護師が作成する保健だよりで症状など
の情報を保護者に伝えています。園内で感染症が発生した場合は、保護者向け連絡アプリと園内のホワイトボードで発生状況を保護
者に情報提供し、また横浜市の規程により行政にも発生状況を報告しています。嘔吐処理について、毎年冬前に看護師が中心となっ
て職員研修を行っています。今後はさらに幅広く感染症について職員研修を行い知識の定着を図りたいと園長は考えています。

法人本部により安全管理・災害時対応(BCP)マニュアルが整備されています。土砂災害の危険地域が園周辺に多く、ハザードマップと
避難場所を玄関に掲示し周知しています。避難訓練は、毎月様々な状況や時間を設定して園長と副主任で計画し、担当者を持ち回り
にして行っています。備蓄は園長と栄養士が管理し、使用期限を確認しています。非常時の職員の安全確認および出勤の可否確認に
は、民間警備会社の安否確認システムを利用し、訓練を毎年行っています。保護者に対し、非常時には保護者向けアプリによる園児
の状況の配信、災害伝言ダイヤルによる安否確認を行うことになっています。今後は、災害時に向け地域とさらに連携を深め協働で
取組をすすめることが期待されます。
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２　福祉サービスの質の確保

（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 第三者評価結果

【40】
Ⅲ-２-（１）-①
　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている。

b

＜コメント＞

【41】
Ⅲ-２-（１）-②
　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

b

＜コメント＞

【42】
Ⅲ-２-（２）-①
　アセスメントにもとづく指導計画を適切に作成している。

b

＜コメント＞

【43】
Ⅲ-２-（２）-②
　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

b

＜コメント＞

【44】
Ⅲ-２-（３）-①
　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。

b

＜コメント＞

【45】
Ⅲ-２-（３）-②
　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

a

＜コメント＞

法人本部の作成した「保育士業務マニュアル」「人権保育マニュアル」が整備され「子どもにとっていいこと」を優先する、と謳っ
ており、子ども一人ひとりを尊重した保育を実施しています。日々の保育の中で改善が望ましい対応がみられた場合は、職員同士、
また園長から声をかけ改善に活かしているほか、法人の巡回職員であるフィールドサポーターが月に数回訪問する中で保育を観察し
たり保育に加わったりし、実施状況を確認しフィードバックしています。集団生活の中でも、子どもが自分で好きな遊びや興味関心
の追及ができるよう選択肢を多く用意したり、一人で過ごせる場所を用意したりしています。おむつ交換などの実際の手順につい
て、さらに統一をはかるための工夫が今後は期待されます。

法人本部で「個人情報保護規程」「個人情報保護に関する緊急事態対応マニュアル」を定めて入職時に各職員に内容を伝え、それぞ
れが個人情報保護について意識し遵守するように取り組んでいます。保護者には毎年個人情報の取扱いについて書面を配布し、署名
を得ています。個人票など個人の記録は、各クラスにある、鍵付きの棚で保管をしています。個人の記録については保存期間を5年と
し、卒園した児童のものなどは倉庫にて保管をしています。

保育の実施方法について必要に応じて職員会議の議題にあげており、法人本部作成のマニュアルは、本部のフィールドサポーターと
の意見調整や保育の実施状況を反映して、毎年見直しが行われています。園内での保育の実施にあたっては、必要に応じて改善を
行っており、特に危機管理に関するものなどは速やかに見直しを行っています。検証・見直しにあたっては職員の意見のほか、保護
者アンケートの回答で出た意見や要望をもとにしています。

（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

全体的な計画は、法人共通のものを土台として園独自の計画を加え、職員の意見もふまえて園長が作成しており、それに基いて各ク
ラスの指導計画、個別の指導計画をクラス担任が作成しています。保健衛生計画は看護師が作成に携わっています。離乳食やアレル
ギー児に関する計画、身体障害、知的発達面の支援の必要なケースの指導計画にも、栄養士・看護師の意向が反映されています。排
泄指導や離乳食指導、障害児保育等について、保護者の意向も確認しながら計画を作成、実施しています。療育機関との連携がある
ケースでは、アセスメントおよび計画について児童発達支援事業所や横浜市総合リハビリテーションセンター等の職員との確認事項
も反映されています。

月ごと、期ごとのアセスメントをふまえ、次の計画を作成しています。指導計画の見直しは必要に応じ、全体的な計画は法人系列園
の園長で、年間指導計画や月案等は担当職員で行っています。月案に対する振り返りは、各クラスのミーティングで行っています。
月案は、クラス毎の月の反省と合わせて翌月の取り組みたいこととして職員会議でその内容を共有しているほか、各計画は保育園用
アプリで全職員が随時確認できるようになっています。

（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

子どもの発達記録等は、今年度から保育園アプリを使用しデータで入力・管理しています。文書作成、連絡帳の記入に関する留意点
が「保育士業務マニュアル」に詳しく掲載されているほか、園内研修も行い標準化を図っています。計画や記録等の文書は、職員は
随時アプリのデータとして全員の分を確認することが出来ますが、見落としがないよう確認する必要がある文書については、紙に印
刷して配布や回覧をしています。また、各会議・ミーティングで必要に応じ情報を共有し、会議の記録は非常勤職員も回覧し確認し
ています。日々の連絡・伝達事項は連絡ノートを用いて、各職員が都度確認しています。個人の記録については、時系列的に把握し
やすいよう整理の仕方に工夫が望まれます。
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＜別紙2-2-1（内容評価　保育所版）＞ （2021.4）

第三者評価結果　
事業所名：ヒューマンアカデミー大倉山保育園

Ａ-１　保育内容

Ａ-１-（１）　全体的な計画の作成 第三者評価結果

【Ａ１】
Ａ－1－(１)－①
　保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて全
体的な計画を作成している。

b

＜コメント＞

Ａ-１-（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開 第三者評価結果

【Ａ２】
Ａ－1－(２)－①
　生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整備している。

b

＜コメント＞

【Ａ３】
Ａ－１－(２)－②
　一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ４】
Ａ－１－(２)－③
　子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境の整備、援助を行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ５】
Ａ－１－(２)－④
　子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊かにする保育を展開してい
る。

b

＜コメント＞

全体的な計画は、法人本部が「保育理念」「保育方針」「保育目標」を基に作成しています。それを系列園の園長同士で情報交換
し、話し合ったのち、各園の環境やニーズに合わせて各園で作成しています。職員の声を聞いて園長が作成していますが、園長はま
だ話し合いが不十分だと感じています。今年度末には各クラスの反省、評価をもとに職員が参画し、地域性や家庭の実態を踏まえ、
見直していく予定にしています。さらに保護者が理解できるように配布や説明する機会があるとなお良いと考えます。

保育室はエアコンや空気清浄機、床暖房などを使用して、室温、湿度、換気など適切な状態に保つようにしています。0歳児クラスと
1歳児クラス、2歳児クラスとランチルームにしている遊戯室、3,4,5歳児クラスはワンフロアを低い棚で仕切った構造になっていま
す。用具や寝具の清掃には気を配り、特に遊具やおもちゃはガイドラインに沿って衛生管理に努めています。活動内容に合わせて可
動式のサークルやパーテーションを用いて、安全に活動したり、一人落ち着いて過ごせるよう配慮しています。2歳児が使用するトイ
レは使いやすいように足置きのマットを工夫したり、扉の開け閉めの工夫がされています。園は保育室以外のスペースに余裕がある
ので、普段使わない教材やおもちゃなどを収納することができ、保育室を広く使うことが出来ています。ワンフロアのためにおこる
隣のクラスへの配慮について、保育士の声の大きさやプログラムの工夫がさらにされるといいと思います。

一人ひとりの発達状況は家庭環境から生じる個人差も含め、毎月の月案の振り返りや発達チェック表で確認、把握し、一人ひとりを
尊重した保育に努めています。保育士は子どもたちからのサインを見逃さないように心がけ、思いを共感するようにしています。欲
求を否定することなく、どんな場合でも一度は受け止めています。答えを言うのではなく、子どもの気持ちが切り替わるように「ど
うしようか？」と尋ね、子どもが自分で次の選択ができるように配慮しています。子どもが自分の気持ちを表せるように信頼関係を
築くことを大事にしていて、園長は気持ちを表わせる子どもが多いと感じています。コロナ禍で常にマスクをしているため、声の出
し方に気をつけ、少しオーバーな表現を用いるようにしています。「人権保育マニュアル」に基づき、子どもを注意する場合も肯定
的な言葉を使い、せかす言葉や制止する言葉を使わないように職員会議でも取り上げ、指導を心がけています。

一人ひとりの子どもの発達に合わせて基本的生活習慣が身につけられるように配慮しています。子どもたちの動線に無理がないよう
に工夫しています。無理強いすることなく進め「できた！」という自分でできた達成感や満足感を感じられるよう、保育士は手を出
しすぎないよう気をつけています。やりたくない気持ちも尊重し、タイミングを見て再度声を掛けたり、手洗い一つとっても「丁寧
に洗いたい子ども」と「サッと終わらせたい子ども」など、子どもの主体的な気持ちを大事にしてその都度適切に声を掛けていま
す。子どもたちの成長を毎週クラス内で話し合い、随時計画の見直しをおこなっています。0,1歳児クラスでは月齢、体調に合わせ、
午前寝や夕寝をしたり、活動や休息のバランスが保たれるようにしています。歯磨きや手洗い、うがいの大切さは発達年齢に合わせ
てわかりやすく説明し、洗面台にイラストで掲示しています。

子どもたちが遊びを自分で選んで遊べる環境作りを心掛けています。近くの公園に散歩に出かけ、幼児クラスは集団でルールのある
遊びをしたり思い切り身体を動かしたり、乳児クラスは探索行動をしています。年齢に合わせた野外活動をし、室内でも巧技台や鉄
棒を使って身体を動かせる遊びを工夫しています。4,5歳児クラスは講師によるダンスの時間があります。保育士は子どもたちの遊び
が広がるような声かけをし、友だち同士の言葉のやり取りを大事にして、劇遊びやお店屋さんごっこなどクラスで協同する活動に発
展させています。地域の共同菜園を借りてジャガイモを育てたり、公園愛護会の方々と球根掘りや種まきをするなど地域の人に接す
る機会があります。各クラスとも年齢に合わせて様々な素材を準備し、子どもたちは楽しんで制作活動をしています。保護者からは
現状以上の戸外活動の希望があり、園屋上の利用や午睡後の公園遊びなど更なる工夫が期待されます。
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【Ａ６】
Ａ－１－(２)－⑤
　乳児保育(０歳児)において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内
容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ７】
Ａ－１－(２)－⑥
　３歳未満児(1・2歳児)の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備
し、保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ８】
Ａ－１－(２)－⑦
　３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内
容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ９】
Ａ－１－(２)－⑧
　障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

b

＜コメント＞

【Ａ10】
Ａ－１－(２)－⑨
それぞれの子どもの在園時間を考慮した環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

a

＜コメント＞

【Ａ11】
Ａ－１－(２)－⑩
　小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方法、保護者との関わりに配慮して
いる。

b

＜コメント＞

朝夕は2歳児室で1歳児も一緒に過ごしたり、幼児クラスは合同で過ごしたり、18時30分以降は全クラス一緒に1階のランチルームで過
ごしたりしています。それぞれの年齢の子どもの生活の連続性に配慮し、子どもの体調や様子を見ながら、室内でごっこ遊びやブ
ロック、パズル、絵本を読むなど過ごしています。合同になるおおよその時間は決めていますが、子どもの体調や人数にも配慮して
います。乳児は特にゆったりとした中で過ごせるようおもちゃの種類や遊びに配慮し、必要ならば夕寝もできるようにしたり、パー
ティションやマットを使って落ち着ける空間作りを心掛けています。日中の子どもの様子は職員間で共有し、状況を見ながら対応し
ています。また、早番遅番日誌や伝言連絡ノートを活用して引き継ぎを行い、子どもの状態に気を配り、保護者に伝え忘れがないよ
うにしています。

玄関・保育室・トイレに段差がなく、エレベーターの前や廊下はスロープがあり、多目的トイレも設置されています。一人で遊びた
い時の部屋やクールダウンする場所が用意されており、どの子どもも落ち着いて、クラスの一員として過ごしています。個別配慮が
必要な子どもには横浜市総合リハビリテーションセンターや横浜市東部地域療育センターの巡回訪問や民間の発達支援事業所と話し
合いの場を持ち、それぞれの子どもの指導計画の助言をもらっています。保護者とも連絡を密にとっています。また港北区こども家
庭支援課とも相談できる環境にあります。今後、横浜市総合リハビリテーションセンターの作成した動画を使った研修を考えていま
す。園では、現在は保護者に障害のある子どもの保育について伝える取組をしていませんが、今後実施を検討しています。関係機関
とのケース会議の記録はありますが、園内でのケース会議の記録を残される事を期待します。

3歳未満児は、自我が育ってくる時期と認識し、自我の育ち、自己主張を受け止めるため、保育士は一人ひとりにじっくり関わるよう
に心がけています。保育士は個々の発達に応じた声かけをして、自分でやろうとする気持ちを引き出したり、友だちとの関わりの仲
立ちをしています。子どもたちが自発的に遊び、探索活動ができるように、また子ども同士のやり取りが安全であるように、室内の
おもちゃの数や配置、遊びの動線を考えています。また、基本的生活習慣の取得については、子どもたちがわかりやすく、おこない
やすい環境を整えて見守っています。家庭とは連絡アプリを用いて日々の活動やトイレットトレーニングの進み具合の連携を取って
います。1歳児クラスは年長児と一緒に感触遊びを楽しんだり、2歳児クラスは幼児クラスと散歩に出かけたり、お店屋さんごっこに
参加しています。給食職員、事務職員、英語の外部講師など担任以外の大人との関わりがあります。

3歳以上児では子どもが好きな遊びや興味ある遊びを自分で選んだり、子ども同士で遊びを発展できるように、保育室はパズルやブ
ロック、積み木などのおもちゃや画用紙、ペン、粘土など教材の種類、制作の素材、図鑑などが豊富に用意されており、コーナーや
マットも上手に活用しています。また自分たちで片付けやすい環境になっています。保育士は子どもたちの興味や遊びが発展するよ
うに適切な声かけをし、自分たちで考えて選択していけるようにしています。劇遊びや運動会などクラスの仲間と協同しておこなう
活動やそれに伴う制作なども発達年齢にあった取組が考慮されています。保護者には連絡アプリに日々の活動を知らせ、毎日ドキュ
メンテーションにして配信したり、週に1回廊下に掲示し、行事の際には動画配信しています。コロナ禍でもできる小学校との交流を
園からも働きかけようとしています。地域向けアプリも使って園の活動は発信しています。

０歳児室と1歳児室は棚で部屋を区切って利用しています。毎日、食事前後の時間からは看護師も保育にあたっています。普段の保育
に特に担当制を用いていませんが、経過記録の記入などは担当を決めています。保育士は情緒の安定を図れるように子どもの表情や
喃語には笑顔で応答的な関わりに努め、愛着関係を築くようにしています。一人ひとりの体調、保育時間、発達の違いなどに配慮
し、ベビーベッドを使って午前寝や夕寝できるようにしたり、離乳食、哺乳に対応しています。子どもたちはスロープのある廊下を
はいはいやよちよち歩きで玄関まで行き散歩に出かけています。室内のおもちゃの棚や絵本棚は自分たちで取り出しやすい構造に
なっています。長時間保育もほとんど部屋を移動することなく、落ち着いて自分の部屋で過ごしています。日々保育園用アプリの連
絡機能を使って園での様子や家庭での様子を伝え合い、保護者との連携を密にしています。
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Ａ-１-（３）　健康管理 第三者評価結果

【Ａ12】
Ａ－1－(３)－①
　子どもの健康管理を適切に行っている。

a

＜コメント＞

【Ａ13】
Ａ－１－(３)－②
　健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。

a

＜コメント＞

【Ａ14】
Ａ－１－(３)－③
　アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの指示を受け適切な対応を行ってい
る。

b

＜コメント＞

Ａ-１-（４）　食事 第三者評価結果

【Ａ15】
Ａ－1－(４)－①
　食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

a

＜コメント＞

【Ａ16】
Ａ－１－(４)－②
　子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供している。

a

＜コメント＞

アレルギー疾患のある子どもには医師から提出された「アレルギー疾患生活管理表」を基にして、除去食を提供しています。1年に一
度、調理師と園長、担任で保護者と面談しています。除去食は毎月保護者に献立表を確認してもらい、園長・調理師・担任が読み合
わせて、確認しています。アレルギー疾患の園児は、他児とは違う色のトレイに用意され、調理室内で確認、クラスに配膳する時に
担任と内容を確認、クラス内で担任間で再度確認して、専用のテーブルに配膳しています。アレルギー疾患の園児のテーブルは他の
テーブルと離し、乳児は保育士がついて介助しています。アレルギーについて子どもたちにも年齢に応じたわかりやすい説明をおこ
なっています。法人がおこなう食物アレルギーの研修でエピペンの使用について等、受講した職員は会議で報告し、職員間で共有し
ていますが、園長はよりアレルギー疾患、慢性疾患についての知識、技術の研修が必要だと感じています。

全体的な計画や年間指導計画に基づいて、就学を見通した保育の内容や方法に配慮しています。3歳児クラスから数や文字に興味を持
ち、習得できるようなワークブックを用いたり、手を挙げてから発言したり、みんなの前で自分の考えを発表する機会を増やす取組
をおこなっています。また主体的な生活態度が養えるよう、促しています。昨年は近隣の小学校の作成した動画を見せてもらうこと
で小学校以降の生活の見通しを持ちました。近隣の保育園とのブロック交流会では「お手紙交換」をして、年長児が同じ小学校へ行
く子どもたちと顔みしりになる機会があり、就学に向けて期待を持てるようにしています。保護者には年度末の学級懇談会等で「就
学前のお子さんに」という横浜市が配布するパンフレットを使って小学校以降の子どもたちの生活がイメージできるようにしていま
す。保育所児童保育要録を作成し、小学校とは意見交換をしています。今後小学校とも連携を更に図る予定です。

「健康管理マニュアル」があり、看護師を中心に子どもたちの健康状態を把握してます。園児は検温、体調等を連絡アプリに入れて
から登園し、保護者とは口頭でも健康状態の確認をしています。感染症が出た場合は玄関に掲示したり、連絡アプリを使ってお知ら
せし、注意喚起をしています。法人がひな型を作った「年間保健計画」は看護師が編集して園独自のものにしています。看護師は
「ほけんだより」を毎月発行し、保育士と連携をとって子どもたちにも保護者にも健康に関する方針や取組を伝えています。予防接
種の状況は乳児は毎月、幼児は3ヵ月に一度用紙を配って記入してもらい、健康台帳に看護師が追記しています。健康台帳は年に一
度、家庭に返却し、確認してもらっています。SIDS対策のため、0歳児は5分おき、1歳児は10分おき、2歳児は20分おきに体位なども
含めソフトを使って個人の記録を取っています。

嘱託医により、年2回健康診断と歯科健診を実施しています。健康診断の結果は健康台帳に記載しています。保護者にも所定の用紙で
知らせています。歯科健診は歯の図式入りの規定の書式で伝えています。歯科医によるパネルシアターを用いた歯磨きの大切さ、歯
磨き指導があり、子どもたちが興味関心を持てるようになっています。なるべく全員が園で受診できるよう「ほけんだより」でも健
診日程や大切さを伝えています。受診できなかった家庭には書類を渡し、嘱託医にも連絡して受診を勧めています。健診・受診の結
果により、配慮の必要な子どもについては職員間で共有しています。再受診の必要な場合は保護者に個別に声をかけています。日頃
から嘱託医とは連絡を取り合い、普段の保育や家庭の支援につなげています。身長・体重測定は毎月行い、3歳児は視聴覚検査、毎年
尿検査は3歳児以上でおこなっており、それぞれ健康台帳にも記載しています。

どのクラスも落ち着いて食事をしています。年齢、発達にあった食育計画があります。無理強いはしませんが、食べられる食材が増
えるように、苦手なものも「一口はたべてみよう」と保育士は声をかけています。乳児はキャベツをめくったり、捨てるくず野菜で
スタンプをしたりして食材に興味を持ち、馴染むようにしています。幼児は屋上のプランターで子どもたちが決めた各クラス2種類
（トマトやナス、枝豆、おくらなど）の野菜を育て、収穫野菜をスープの具材などで給食時に出してもらっています。個人差や食欲
に応じて量を加減できるように声かけをしたり、介助の仕方に配慮しています。「給食だより」を発行して、食生活や食育の取組や
メニューを載せ、家庭で関心をもってもらうようにしています。保護者からのレシピの要望や食に関する相談があった場合、栄養士
が丁寧に対応しています。3～5歳児クラスは家庭から持参した食具を使用しています。

栄養士主導でたてた「年間食育計画」を基に栄養士と保育士はよく話し合い、給食献立に取り入れる配慮をしています。新型コロナ
感染拡大防止の観点から長く保育室にとどまることはしませんが、調理担当は子どもたちの喫食状況を見に行って、自分の目で確認
し、調理方法を工夫しています。毎月の献立表に喫食状況、好き嫌いなど記入する欄を設け、毎日保育士は記入しています。給食会
議でもクラスの喫食状況について、担任と確認、意見交換をして、好き嫌いを把握し、献立や調理の工夫をしています。離乳食では
子どもに合わせて形状を変えたり、臨機応変に丁寧に対応しています。毎日の給食は玄関にタブレット端末で紹介されています。行
事食やお誕生会メニューがあり、旬の国産の食材を使い、季節感を大切にした献立を立てています。衛生管理マニュアルがあり、適
切に衛生管理がされています。
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Ａ-2　子育て支援

Ａ-２-（１）　家庭と緊密な連携 第三者評価結果

【Ａ17】
Ａ－２－(１)－①
　子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている。

b

＜コメント＞

Ａ-２-（２）　保護者等の支援 第三者評価結果

【Ａ18】
Ａ－２－(２)－①
　保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。

b

＜コメント＞

【Ａ19】
Ａ－２－(２)－②
　家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対応及び虐待の予防に努めている。

b

＜コメント＞

Ａ-３　保育の質の向上

Ａ-３-（１）保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 第三者評価結果

【Ａ20】
Ａ－３－(１)－①
　保育士等が主体的に保育実践の振り返り(自己評価)を行い、保育実践の改善や専門性の向上に努め
ている。

b

＜コメント＞

登降園の際や保育園用アプリの連絡機能で保護者とは日々コミュニケーションを取って、信頼関係を築けるように努め、保護者が安
心して子育てができるように支援しています。保護者の心配事や相談、意見が引き出せるよう、クラス担任だけでなく、園長は登降
園時に事務所から出て気軽に保護者に声をかけています。面談の場所はプライバシーに配慮した部屋で行なわれ、保護者の勤務形態
に考慮した時間を選んでおこなっています。また、急な延長保育や土曜保育なども柔軟に対応しています。相談内容についてはいつ
でも助言が受けられる体制ができており、内容によっては、園長や専門の職員が同席することもあります。相談内容は記載されてい
ますが、個別ファイルで保管されていません。一人の子どもの育ち、家庭の状況など相談内容を次年度以降にも引継ぎ、在園期間を
通して継続して支援できるように、またどの職員も同じように支援できるように記録の保存の仕方の工夫が望まれます。

月間指導計画は活動だけでなく、個々の子どもの成長や意欲、その取り組む姿勢についても記載されており、振り返りを文章化でき
る書式になっています。毎週のクラス会議で週案をたて、保育計画の確認、見直しをおこなっています。さらに日案にその日のねら
いを明確にする書式が作られることが期待されます。保育士一人ひとりが保育の自己評価をおこない、次の月間指導計画に振り返り
の課題を反映し保育実践させています。職員は「保育スキル」「業務姿勢」「コミュニケーション」「役割・責任」「園運営」の5つ
の分野から園長と面談をして3つ目標を決め「目標シート」を完成させています。また「スキル考課シート」も用いて、園長と年に4
回面談をおこなっています。自己評価を園全体の自己評価につなげていますが、お互いの課題について話し合うなど保育の改善や資
質向上に向けて一層取組まれることが期待されます。

「児童虐待マニュアル」があります。児童虐待について細かく記載されています。気になる子どもがいた場合は「虐待予防のための
チェックシート」に基づき、登園時の親と子、遊びと生活の様子、降園時の親と子、など様子を観察して記録し、見逃さないように
気をつけています。保護者の様子によっては暖かく声をかけ、子育ての大変さを認めて努力を労い、負担を軽くするような方法を一
緒に考えるなどして予防できるよう努めています。日頃から連携のある港北区子ども家庭支援課や横浜市北部児童相談所と相談しな
がら早期対応ができるようにしています。虐待を疑った際の共有・保護者対応・通告などのフローチャートがあります。折に触れ、
職員には虐待についての話をしていますが、現在、研修の形ではおこなえていません。今後はマニュアルに基づく研修をおこない、
虐待等権利侵害の早期発見、早期対応ができるように園全体で取り組まれることが期待されます。

0～2 歳児クラスは保育園用アプリの連絡機能を用い、毎日、家庭や園での体調、睡眠、食事、排便、過ごし方などの様子を記載しあ
い、情報交換をしています。幼児クラスも同じアプリを使って必要があれば連絡を取り合っています。今年度からドキュメンテー
ションを作成し、保育内容や子どもたちの気づきや育ちを保護者と共有できるようにしています。また年に何回か動画の配信をおこ
なって園での生活を知らせています。保護者は朝は各クラスまで行って登園の準備しています。担任は保護者が気軽に声をかけられ
るようにし、担任も声を掛けています。年度初めのクラス懇談会では保育理念、年間のねらいを説明しています。また、園だより、
クラスだよりを毎月発行して、園での子どもの様子を知らせ、保育の意図や保育内容が理解されるよう配慮しています。面談は随時
受けていますが、自分から言い出せない保護者もいることから個人面談を設定されることが期待されます。
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